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議案説明書 

都市建設部 道路河川課 

提出議会：令和５年第２回定例会 

 

１ 案件名 

  議案第８８号 市道路線の認定について 

 

 

２ 概要 

  県道バイパス整備事業により生じた旧県道区間を市道として認定する。 

 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

  理由：県が施工する県道バイパス工事に伴い、県と市で締結した覚書により、旧

県道の移管を受けることになっていることから市道認定を行うもの。 

  内容：市道認定する路線は６路線となり、各路線については次のとおり。 

     市道佐野２１４号線…一般県道堀米停車場線の事業化に伴い、移管される

区間（一般県道唐沢山公園線）で、佐野市相生町字

相生町から佐野市久保町字久保町の区間 

     市道堀米２２１号線…一般県道堀米停車場線の事業化に伴い、移管される

区間（一般県道唐沢山公園線）で、佐野市堀米町字

横手町から佐野市堀米町字横手町の区間 

     市道４０７８号線……一般県道栃木田沼線の事業化に伴い、移管される区

間（一般県道栃木田沼線）で、佐野市山越町字中川

原から佐野市多田町字前川原の区間 

     市道４０７９号線……一般県道栃木田沼線の事業化に伴い、移管される区

間（一般県道多田停車場線）で、佐野市多田町字翠

町から佐野市多田町字西川通 

     市道中西５号線………一般県道栃木田沼線の事業化に伴い、移管される区

間（一般県道栃木田沼線）で、佐野市中町字小曽根

から佐野市中町字小曽根の区間 

     市道９０４３号線……一般県道飛駒足利線の事業化に伴い、移管される区

間（一般県道飛駒足利線）で、佐野市飛駒町字町屋

北通から佐野市飛駒町字鳥谷戸西通の区間 

 

 

４ その他の事項 

  なし 

 

  


